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１ はじめに 

本資料は，東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事業

許可申請について，「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」（以下「第二種埋設許可基準規則」という。）第十八条及び「第二

種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下

「第二種埋設許可基準解釈」という。）第１８条への適合性を説明するもので

ある。 

第二種埋設許可基準規則第十八条及び第二種埋設許可基準解釈第１８条の

要求事項を第 1 表に示す。 
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

（予備電源） 

第十八条 安全機能を有する施設（その安全機能を維持する

ために電気の供給が必要なものに限る。）には、外部電源系統

からの電気の供給が停止した場合において、当該安全機能を

維持するために必要な監視設備その他必要な設備に使用する

ことができる予備電源を設けなければならない。 

 

第１８条（予備電源） 

１ 第１８条に規定する「予備電源」とは、停電等の外部電

源系の機能喪失時に、監視、警報、通信連絡等に必要な設

備・機器を作動するために十分な容量及び信頼性のある常

設の予備電源をいう。なお、予備電源については、廃棄物

埋設施設における事故・異常発生時において緊急を要する

事態が想定されない場合は、仮設電源（可搬型）によるこ

とができる。 
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２ 廃棄物埋設施設の安全機能について 

第二種埋設許可基準規則第二条第 2 項第一号によって，「「安全機能」とは、

廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の

喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」

とされている。 

廃棄物埋設施設（以下「本施設」という。）の安全機能は，放射性物質の漏

出を低減する機能（以下「漏出低減機能」という。）及び遮蔽機能で，これら

の安全機能を有する施設は，廃棄物埋設地（漏出低減機能及び遮蔽機能）で

ある。 

なお，本施設における安全機能を有する施設には，その安全機能を維持す

るために電気の供給が必要なものはない。 

 

３ 設計対象設備 

本施設には第二種埋設許可基準規則第十八条の「安全機能を有する施設（そ

の安全機能を維持するために電気の供給が必要なものに限る。）」に該当する

施設はないため，第二種埋設許可基準規則第十八条の設計対象設備はない。 

 

４ 第二種埋設許可基準規則への適合のための設計方針 

本施設の安全機能は，廃棄物埋設地を構成する覆土であり，静的な設備・

機器で確保しており，電源の喪失による安全機能への影響はなく，監視測定

設備，通信連絡設備及び警報装置で予備電源の確保が必要な設備はないこと

から，予備電源に関する設計は不要とする。なお，本施設の監視，警報，通

信連絡に必要な設備・機器については，第 2 表～第 4 表のとおり電源を供給

するものとし，停電等の外部電源系の機能喪失時においても機能する設計と

する。  
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第 2 表 監視測定設備の供給電源 

監視項目 監視測定対象 測定場所 
監視測定設備 
（供給電源） 

廃棄物埋設地か
ら漏えいする放
射性物質の濃度
の監視 

地下水中の放射
性物質の濃度 

廃棄物埋設地近傍 
地下水採取孔 

（－） 周辺監視区域境界
付近 

周辺監視区域内 
試料放射能測定装置※１ 

（東海発電所所内電源） 

事業所及びその
境界付近におけ
る放射性物質の
濃度及び線量の
監視 

地下水中の放射
性物質の濃度 

廃棄物埋設地近傍 
地下水採取孔※２ 

（－） 周辺監視区域境界
付近 

周辺監視区域内 
試料放射能測定装置※１，２

（東海発電所所内電源） 

直接ガンマ線及
びスカイシャイ
ンガンマ線の放
射線量 

モニタリングポイ
ント（周辺監視区
域境界付近） 

積算線量計 
（蓄電池） 

地下水の水位そ
の他の廃棄物埋
設地及びその周
囲の状況の監視 

地下水の水位 
（地下水の流向）

廃棄物埋設地周辺 
の複数地点 

観測孔 
（－） 

地下水の水位 
（地下水の流速）

廃棄物埋設地近傍
の上流側及び下流
側 

地下水位監視装置 
（蓄電池） 

地下水の水位 
（埋設した放射
性廃棄物が直接
地下水に浸せき
していないこと）

廃棄物埋設地近傍
の上流側 

地下水位監視装置 
（蓄電池） 

地下水の水位 
（帯水層厚さ） 

廃棄物埋設地近傍
の下流側 

地下水位監視装置 
（蓄電池） 

年間浸透水量 －※３ －※３ 

※１：東海・東海第二発電所と共用，既設 

※２：「廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度の監視」における「地

下水中の放射性物質の濃度」の監視測定設備と兼用 

※３：廃棄物埋設地の類似環境下での原位置試験及び必要に応じてそれを

補完する室内試験によって確認を行う。 
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第 3 表 通信連絡設備の供給電源 

 種類 配備場所 供給電源 
通信
回線

所
内
通
信
連
絡
設
備 

携帯電話 

作業者に貸与する。作業者
間及び事業所内の関係箇所
と音声によって通話が可能
な機器とする。 

蓄電池 無線

無線連絡設備（携
帯型）※１ 

廃棄物埋設地に配備する。
作業者間の連絡通信が可能
である。 

蓄電池 無線

衛星電話設備（携
帯型）※１ 

東海第二発電所の緊急時対
策所に設置されているもの
を共用し，事業所内必要箇
所と音声によって通話が可
能である。 

蓄電池 無線

サイレン付拡声
器 

廃棄物埋設地に配備する。
廃棄物埋設地内の作業者へ
の指示伝達が可能である。 

蓄電池 
直接
音声

所
外
通
信
連
絡
設
備 

携帯電話 

作業者に貸与する。外部発
信によって事業所外必要箇
所との音声によって通話が
可能な機器とする。 

蓄電池 無線

加入電話設備（加
入電話及び加入
ＦＡＸ）※１ 

東海第二発電所の緊急時対
策所に設置されているもの
を共用し，事業所外必要箇
所と音声によって通話が可
能である。 

回線から給電／非
常用所内電源／無
停電電源装置 

有線

衛星電話設備（携
帯型）※１ 

東海第二発電所の緊急時対
策所に設置されているもの
を共用し，事業所外必要箇
所と音声によって通話が可
能である。 

蓄電池 無線

※１：東海・東海第二発電所と共用，既設 

 

第 4 表 警報装置の供給電源 

種類 配備場所 供給電源 通信方法

サイレン付拡声器※１ 廃棄物埋設地 蓄電池 直接鳴動

 ※1：所内通信連絡設備と共用 
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５ 第二種埋設許可基準規則への適合性説明 

本施設の安全機能は，廃棄物埋設地を構成する覆土であり，静的な設備・

機器で確保しており，安全機能を維持する上で電源の供給が必要な設備はな

い。 

なお，監視，警報，通信連絡に必要な設備・機器については，以下のとお

り電源を供給する。 

・ 監視測定設備のうち試料放射能測定装置は，経過観察を行うための設備

であり，外部電源喪失の際は，外部電源復旧後の対応が可能である。ま

た，積算線量計及び地下水位監視装置については，蓄電池を内蔵した機

器を配備する。 

・ 加入電話設備を除く通信連絡設備及び警報装置については，蓄電池を内

蔵した機器を配備し，加入電話設備については，外部電源が喪失するよ

うな緊急を要する事態の対応として，東海第二発電所の緊急時対策所の

非常用所内電源及び無停電電源装置から供給する。 

 

以上のことから，本施設には第二種埋設許可基準規則第十八条の「安全機

能を有する施設（その安全機能を維持するために電気の供給が必要なものに

限る。）」に該当する施設はないため，予備電源に関する設計は不要とする。 

 


